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令和５年第４回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令和５年１２月４日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第 ７５号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ７６号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関 

             する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ７７号 竜王町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ７８号 令和５年度竜王町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 議第 ７９号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

             補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第 ８０号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

             補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第 ８１号 令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２ 

             号） 

日程第１０ 議第 ８２号 令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議第 ８３号 令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議第 ８４号 令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議第 ８５号 令和４年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第 ８６号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

             歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第 ８７号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

             歳入歳出決算認定について 

日程第１６ 議第 ８８号 令和４年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

日程第１７ 議第 ８９号 令和４年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第１８ 議第 ９０号 令和４年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

             認定について 
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日程第１９ 議第 ９１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２０ 議第 ９２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２１ 議第 ９３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２２ 議第 ９４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２３ 議第 ９５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２４ 議第 ９６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２５ 議第 ９７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２６ 議第 ９８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２７ 議第 ９９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２８ 議第１００号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２９ 議第１０１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３０ 議第１０２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３１ 議第１０３号 町道路線の変更について 

日程第３２ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 中 村 匡 希   ２番 三 宅 政 仁 

 ３番 若 井 政 彦   ４番 大 橋 裕 子 

 ５番 鎌 田 勝 治   ６番 橘   せつ子 

 ７番 澤 田 満 夫   ８番 磯 部 俊 男 

 ９番 内 山 英 作  １０番 森 島 芳 男 

１１番 山 田 義 明  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 ７番 澤 田 満 夫   ８番 磯 部 俊 男 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

代 表 監 査 委 員 松浦  博  監 査 委 員 内山 英作 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 図司 明徳 

住 民 福 祉 主 監 川嶋 正明  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 寺本 育美  総 務 課 長 寺嶋  要 

未 来 創 造 課 長 谷  大太  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 中島 孝之  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

住 民 課 長 臼井由美子  福 祉 課 長 中原 江理 

健 康 推 進 課 長 西村 忠晃  自 立 支 援 課 長 野村 博嗣 

農 業 振 興 課 長 冨家 和典  商 工 観 光 課 長 岩田 宏之 

建 設 計 画 課 長 市岡 忠司  上 下 水 道 課 長 森岡 道友 

教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

知禿 雅仁  教 育 総 務 課 長 町田 啓司 

学 校 教 育 課 長 安食  敬    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 小森久美子  書 記 井村奈緒美 
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開会 午後１時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は１２人であります。よって、定足数に達していますの

で、これより令和５年第４回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和５年竜王町議会第４回定例会の開

会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何

かと御多用の中、御出席いただき厚く御礼を申し上げます。 

はじめに、「コンプライアンス確認」について申し上げます。 

１１月１５日の車両点検時において、上下水道課が所管する公用車１台につき

まして、車検期間が満了していたにもかかわらず使用していた事実が判明いたし

ました。このような事態を発生させ、町民の皆様の信頼を損ねることとなりまし

たことを深く反省し、お詫び申し上げます。 

また、令和２年１１月２５日におきましては、本町職員が官製談合防止法違反

などで逮捕されたことを受け、毎年この１１月２５日は「コンプライアンス確認

の日」として研修を実施しております。法令違反や不祥事を起こさないなどリス

クマネジメントの観点から、研修を通じて職員一人一人のコンプライアンス意識

を高め、直近の事案等の再発防止に徹底してまいります。 

次に、「国の補正予算（第１号）」について申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症による厳しい状況は緩和されつつあるものの、日本

経済を取り巻く環境は厳しい状況にあり、国の経済対策として、物価高騰対策、

賃上げや地方の成長などで構成する補正予算案が１１月２９日に成立いたしまし

た。本町につきましても、本定例会において、国の物価高騰対策のうち、低所得

世帯に対する給付金の追加支給について提案を申し上げるところでございます。

引き続き、国や県の動向を注視し、本町に必要な施策について十分に検討した上

で事業を推進してまいります。 

最後に、本定例会に提案申し上げます案件につきまして、慎重なる御審議を賜

り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御

挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。 
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○議長（小西久次） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書、並びに竜王町議会会議規則第１２６条の規

定による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

竜王町議会会議規則第１２５条の規定により、７番 澤田満夫議員、８番 磯

部俊男議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ２ 会期の決定 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日から１２月２２日までの１９日間といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日

から１２月２２日までの１９日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどお願い申し上げます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第 ７５号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第 ７６号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関 

             する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ７７号 竜王町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ７８号 令和５年度竜王町一般会計補正予算（第５号） 

日程第 ７ 議第 ７９号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

             定）補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第 ８０号 令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

             定）補正予算（第１号） 
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日程第 ９ 議第 ８１号 令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２ 

             号） 

日程第１０ 議第 ８２号 令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議第 ８３号 令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議第 ８４号 令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（小西久次） 日程第３ 議第７５号、竜王町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例から日程第１２ 議第８４号、令和５年度竜王町下水道事業会

計補正予算（第２号）までの１０議案について一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第７５号から議第８４

号までの各議案について、提案理由を申し上げます。 

議第７５号、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまし

ては、令和５年８月７日の人事院勧告において、「民間給与との較差を埋めるた

め、月例給、ボーナスともに引上げを求める。」などの勧告をされ、これを踏ま

えて、国において当該勧告どおり給与改定を行うことを、同年１０月２０日に閣

議決定されたことから、本町においても一般職の職員の給与に関する法律の改正

内容に準拠し、条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第７６号、竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関す

る条例の一部を改正する条例につきましては、令和５年８月７日の人事院勧告に

おいて、「民間給与との較差を埋めるため、月例給、ボーナスともに引上げを求

める。」などの勧告をされ、これを踏まえて、国においては当該勧告どおり給与

改定を行うことを、同年１０月２０日に閣議決定されたことから、本町において

も特別職の職員の給与に関する法律の改正内容に準拠し、条例の一部改正を行う

ものでございます。 

次に、議第７７号、竜王町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例につきま

しては、滋賀県福祉医療費助成制度の見直しにより、市町福祉医療費助成条例準

則の一部が改正されました。当該改正において、子どもを対象とした制度拡充と

して、従来の乳幼児に加えて新たに高校生世代を助成対象とされたことから、本

町においても、従来の乳幼児・小中学生に加えて高校生世代を助成の対象とした

く、条例の一部を改正するものです。併せて、当該改正において、障がい者を対

象とした制度拡充として、精神障がいの程度が１級または２級である者が新たに
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助成対象とされたことから、所要の改正を行うものです。 

次に、議第７８号、令和５年度竜王町一般会計補正予算（第５号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第４号）までの歳入歳出予算

額が７４億６，８７３万５，０００円でございます。今回、この総額に歳入歳出

それぞれ４億４，４３０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ７９億１，３０３万９，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容としまして、歳出予算におきましては、住民対応窓口のワ

ンストップ化に向けた総合庁舎便所（東側）のバリアフリー化等の改修工事に要

する経費、さらに、国において、低所得世帯に対する支援を追加的に拡大し、１

世帯当たり７万円を追加給付すると決定されたことにより、給付金及びこれのシ

ステム改修に要する経費について増額するものでございます。 

歳入予算におきましては、庁舎の便所改修工事に対する町債、寄附の増加見込

みにより、未来につなぐふるさと交竜寄附金を増額するものでございます。 

繰越明許費につきましては、庁舎の便所等改修工事及びため池耐震調査が年度

末までに完了しない見込みであることから設定するものでございます。 

債務負担行為補正につきましては、今年度中に次年度以降の事業実施の手続を

進められるよう追加するものでございます。 

地方債補正につきましては、事業実施の財源として増額の変更をするものでご

ざいます。 

次に、議第７９号、令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第１号）までの歳入歳出予算額が、１２億７，９５２万８，０００円でござい

ます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ６５９万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億８，６１２万円とさせていただくもの

でございます。 

補正予算の内容としましては、歳出予算におきまして、国保連合会保健事業負

担金及び保険給付費等交付金特別交付金の額の確定により返還金を増額するとと

もに、歳入予算におきまして、保険給付費等交付金特別交付金及び特定健診等の

事業費が確定したことによる負担金の追加交付、並びに、前年度繰越金を増額す

るものでございます。 

次に、議第８０号、令和５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号）につきましては、医科におきまして、現在お認めをいただい
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ております当初予算の歳入歳出予算額が３１０万円でございます。今回、この総

額に歳入歳出それぞれ８３万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３９３万６，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出予算におきまして、診療所の施設整備

工事費を増額するとともに、歳入予算におきまして、一般会計からの繰入金を増

額し、令和４年度決算に伴い前年度繰越金を減額するものでございます。 

歯科におきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予

算額が５，２６０万円でございます。今回、この総額から歳入歳出それぞれ２６

万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，２３３万

６，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容につきましては、歳出予算におきまして、年度末までの見込み

により人件費を減額するとともに、歳入予算におきまして、財政調整基金繰入金

及び保険者努力制度交付金を減額するものでございます。 

次に、議第８１号、令和５年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳

入歳出予算額が５，９２５万５，０００円でございます。今回、この総額に歳入

歳出それぞれ３３３万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ６，２５９万２，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、令和４年度決算に伴い繰越金が確定したこ

とから、所要の補正を行うものでございます。 

次に、議第８２号、令和５年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入

歳出予算額が１０億３，７６２万３，０００円でございます。今回、この総額に

歳入歳出それぞれ１，１８７万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１０億４，９４９万４，０００円とさせていただくものでござい

ます。 

補正予算の主な内容といたしましては、歳出予算におきまして、居宅介護サー

ビス給付費及び地域密着型介護予防サービス給付費を増額するとともに、歳入予

算におきまして、歳出予算の補正に伴い介護保険料等を増額するものでございま

す。 

次に、議第８３号、令和５年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号）につき

ましては、令和５年度竜王町水道事業会計予算の第３条で定めました収益的支出
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の既決予定額３億２，１２８万２，０００円に、今回１７万５，０００円を増額

し、３億２，１４５万７，０００円とさせていただきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしまして、総係費を増額するものでございます。 

次に、議第８４号、令和５年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

きましては、令和５年度竜王町下水道事業会計予算の第３条で定めました収益的

支出の既決予定額５億８０３万３，０００円に、今回５３万４，０００円を増額

し、５億８５６万７，０００円とさせていただきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしまして、総係費を増額するものでございます。 

以上、議第７５号から議第８４号までの各議案につきまして、提案理由を申し

上げたところでございますが、議第７８号の詳細につきましては、担当課長から

説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 寺嶋総務課長。 

○総務課長（寺嶋 要） ただいま、町長から議第７８号、令和５年度竜王町一般

会計補正予算（第５号）について、提案理由の説明があったところでございます

が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料３７ページの令和

５年度１２月補正予算概要により説明させていただきます。 

主な歳出から説明いたします。 

総合庁舎便所（東側）等改修工事監理業務委託料２８３万７，０００円及び総

合庁舎便所（東側）等改修工事６，６４２万円の増額は、総合庁舎東側の１階か

ら３階の便所について、バリアフリー化等を目的とした改修工事等を行うことか

ら増額するものでございます。 

次に、ふるさと納税推進費といたしまして、手数料９６７万８，０００円及び

ふるさと納税業務委託料６，４３６万２，０００円の増額は、現予算から１億５，

０００万円の寄附の増加を見込んでおることから、返礼品等に要する経費を増額

するものでございます。 

次に、通学定期補助金６０万円の増加につきましては、通学定期利用者の増加

により増額するものでございます。 

次に、町税過年度過納還付金３００万円の増額につきましては、法人町民税に

おいて確定申告により還付が発生したこと、また、その他の税においても今後の

執行状況により還付が見込まれるため、増額するものでございます。 

次に、住民基本台帳システム等改修委託料６８５万８，０００円の増額につき

ましては、国においてマイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載すると決定さ
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れたことに伴い、システム等を改修する必要があることから増額するものでござ

います。 

次に、障がい福祉制度改正に伴うシステム改修委託料１３２万７，０００円の

増額につきましては、令和６年４月から障害福祉サービス等の報酬が改定される

ことに伴い、システムを改修する必要があることから増額するものでございます。 

次のページに移っていただきまして、低所得世帯に対する電力・ガス・食料品

等価格高騰支援事業といたしまして、システム開発業務委託料２８８万２，００

０円及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金４，９００万円の増額は、

国において、低所得世帯に対する支援を追加的に拡大し、１世帯当たり７万円を

追加給付すると閣議決定されたため、増額するものでございます。 

次に、自立支援給付費２，５５０万円の増額につきましては、障害福祉サービ

ス費、障害児通所事業費等が不足するため増額するものでございます。 

次に、電算プログラム開発業務委託料９８万３，０００円の増額につきまして

は、高校生世代を新たに福祉医療費の助成対象とすることに伴い、システムを改

修する必要があることから増額するものでございます。 

次に、福祉医療扶助費２１９万３，０００円の増額につきましては、執行見込

みにより増額するものでございます。 

次に、介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料１４３万１，０００円

の増額につきましては、令和６年４月から介護報酬が改定されることに伴い、シ

ステムを改修する必要があることから増額するものでございます。 

次に、介護保険特別会計繰出金２４８万６，０００円の増額につきましては、

介護保険特別会計の補正に伴うルール分を一般会計から繰り出すため、増額する

ものでございます。 

次に、後期高齢者医療負担金２２９万２，０００円の増額につきましては、令

和４年度市町負担金の額が確定し、療養給付費分が追加で徴収されることとなっ

たため増額するものでございます。 

次に、就学前児童誕生祝報償費６０万円の増額につきましては、８月の補正予

算でお認めをいただきました、本町で誕生日を迎える子ども１人当たり商品券１

万円分の報償費について、対象者の把握方法に誤りがあり、予算が不足するため

増額するものでございます。 

次に、国保特別会計（施設・医科）繰出金８３万７，０００円の増額につきま

しては、国民健康保険事業特別会計（施設勘定・医科）の補正に伴い、当該会計
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の財源不足分を一般会計から繰り出すため、増額するものでございます。 

次に、農業委員会委員報酬５３２万円の増額につきましては、県からの交付金

が追加で割り当てられたため、能率給分について増額するものでございます。 

次に、集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金５７万８，０００円の増額

につきましては、集落営農組織の継続的な発展のための体制の確立及び収益性の

改善を図る経営体に対し、資材費や機械導入の補助を行うものでございまして、

補助金の追加の内報があったことから増額するものでございます。 

次に、県営日野川土地改良事業負担金２８万円の増額につきましては、県営か

んがい排水事業について、県において１０月に予算措置がなされたことから、本

町の負担分を増額するものでございます。 

次に、ため池詳細調査（耐震）業務委託料２，０００万円の増額につきまして

は、山之上地先の農業用ため池である長池の耐震調査を行うため、増額するもの

でございます。 

次に、県単独土木建設事業負担金１，２６０万円の増額につきましては、県が

実施する道路改良事業の進捗により増額するものでございます。 

次に、河川愛護作業補助金１９３万９，０００円の増額につきましては、実績

見込みにより不足が生じるため増額するものでございます。 

次に、消防用ホース乾燥塔移設工事２０２万７，０００円の増額につきまして

は、当初予算で当該工事費をお認めいただいておりますが、器具の落下防止対策

を講じた乾燥塔を整備したいことから増額するものでございます。 

次に、教育施設の消防用設備等点検において不良と指摘を受けたものに対する

修繕費といたしまして、中学校につきましては、防火シャッターを修繕するため

７３万８，０００円を、こども園につきましては、緊急放送設備を修繕するため

に８６万９，０００円をそれぞれ増額するものでございます。 

次に、公債費といたしまして、償還元金２万４，０００円の増額及び償還利子

３６６万４，０００円の減額につきましては、元利均等方式を設定した町債につ

いて、借入先の利率見直しに伴い借入時より利率が低くなった結果、不足が生じ

る元金を増額するとともに、今年度の支払利子の総額が確定したことから利子を

減額するものでございます。 

次に、未来につなぐふるさと交竜基金積立金１億５，０００万円の増額につき

ましては、寄附の増加を見込むことから積立金を増額するものでございます。 

次に、年度末までの執行見込みにより人件費３０９万４，０００円を減額する
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ものでございます。 

続いて歳入補正予算でございますが、３７ページの主な歳入から説明いたしま

す。 

国庫支出金について、障害者自立支援給付費負担金１，２７５万円の増額につ

きましては、自立支援給付費の２分の１について国が負担することにより増額す

るものでございます。 

次に、障害者総合支援事業費補助金６６万３，０００円の増額につきましては、

障害福祉サービス等の報酬改定に伴うシステム改修費用の２分の１について、国

が補助することにより増額するものでございます。 

次に、介護保険事業費補助金７１万５，０００円の増額につきましては、介護

報酬改定に伴うシステム改修費用の２分の１について、国が補助することにより

増額するものでございます。 

次に、社会保障・税番号制度システム整備費補助金６８５万８，０００円の増

額につきましては、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するための住民

基本台帳システム等改修費用について、国が全額補助することにより増額するも

のでございます。 

次に、県支出金について、障害者自立支援給付費負担金６３７万５，０００円

の増額につきましては、自立支援給付費の４分の１について県が負担することに

より増額するものでございます。 

次に、福祉医療扶助費の歳出補正予算のうち、県事業分が減額の補正となるた

め、福祉医療費補助金を６１万８，０００円、重度心身障害老人等福祉助成補助

金を１０万１，０００円それぞれ減額するものでございます。 

次に、農業委員会費交付金５８１万５，０００円の増額につきましては、追加

で交付されることとなったことから増額するものでございます。 

次に、集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金５７万８，０００円の増額

につきましては、集落営農組織の取組に対する町補助に対して県が全額補助する

ことにより増額するものでございます。 

次に、農地防災事業補助金２，０００万円の増額につきましては、ため池の耐

震調査費用に対して県が全額補助することにより増額するものでございます。 

次に、河川愛護活動事業委託金１９３万９，０００円の増額につきましては、

河川愛護作業補助金の増額補正に対して県が全額補助することにより増額するも

のでございます。 
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次に、町債について、庁舎維持修繕事業債５，４６０万円の増額につきまして

は、庁舎便所（東側）改修工事の財源とするため増額するものでございます。 

次に、基幹水利施設保全管理事業債３０万円の増額につきましては、県営かん

がい排水事業に対する町負担金の財源とするため増額するものでございます。 

次に、その他といたしまして、未来につなぐふるさと交竜寄附金１億５，００

０万円の増額は、寄附の増加を見込むため増額するものでございます。 

次に、今回の補正予算に伴い、前年度繰越金１億６４６万４，０００円を増額

するとともに、不足する財源に対応するため、財政調整基金繰入金を７，４３９

万５，０００円増額するものでございます。 

次に、３８ページの繰越明許費について説明いたします。 

庁舎便所（東側）等改修工事及びため池耐震調査が年度末までに完了しない見

込みであることから、繰越明許費の設定を行うものでございます。 

次に、債務負担行為補正でございますが、来年度における業務の実施に向けて

円滑な事業の実施を図るため、今年度中に契約等に係る事務処理を行う必要があ

ることから、追加するものに加えまして、町内の各公共施設における指定管理者

の更新に係るものについてそれぞれ追加を行うものでございます。 

最後に、地方債補正でございますが、先ほど歳入において説明しましたとおり、

事業実施の財源とする増額の変更を行うものがございます。 

以上、令和５年度竜王町一般会計補正予算（第５号）の説明といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議第 ８５号 令和４年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第 ８６号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

             定）歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第 ８７号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

             定）歳入歳出決算認定について 

日程第１６ 議第 ８８号 令和４年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

日程第１７ 議第 ８９号 令和４年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第１８ 議第 ９０号 令和４年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

             認定について 

○議長（小西久次） 次に、日程第１３ 議第８５号、令和４年度竜王町一般会計
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歳入歳出決算認定についてから日程第１８ 議第９０号、令和４年度竜王町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてまでの６議案を一括議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第８５号から議第９０

号までの各議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第８５号、令和４年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第８６

号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定

について、議第８７号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、議第８８号、令和４年度竜王町学校給食事業特別会

計歳入歳出決算認定について、議第８９号、令和４年度竜王町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について及び議第９０号、令和４年度竜王町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定についてにつきましては、地方自治法第２３３条第２項

の規定により、町監査委員による審査を終えていただきましたので、同条第３項

の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第８５号から議第９０号までの各議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては会計管理者から説明をさせます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 寺本会計管理者。 

○会計管理者（寺本育美） ただいま、町長から提案理由の説明がありました議第

８５号から議第９０号までの各議案につきましては、令和４年度の一般会計及び

各特別会計のそれぞれの決算について、地方自治法第２３３条第１項及び同法施

行令第１６６条、並びに同法施行規則第１６条及び第１６条の２の規定により調

製をいたしましたもので、その決算概要につきまして御説明申し上げます。 

お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心に御説明申し

上げたいと思います。 

まず、議第８５号、令和４年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、決

算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１ページを御覧いただきたいと思います。 

一般会計の決算額は、歳入総額が７３億１，３９９万３，１０３円、歳出総額

が６７億８６８万５，２０７円となりました。歳入歳出差引額は６億５３０万７，
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８９６円となり、このうち、翌年度に繰り越した事業に要する財源３億９，７６

９万３，０００円を差し引きますと、実質収支額は２億７６１万４，８９６円の

黒字となります。ここから、令和３年度の実質収支額３億９，０６４万５，９０

８円を差し引きますと、単年度収支額は１億８，３０３万１，０１２円の赤字と

なります。さらに、単年度収支額に、財政調整基金への積立金２，７３０万６，

２３９円を加えた実質単年度収支額は、１億５，５７２万４，７７３円の赤字と

なりました。 

次に、決算報告書の１４８ページからを御覧いただきたいと思います。 

令和４年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別、並びに性質別決算状況等に

ついて、１５３ページまでにわたり記載しています。金額については、千円単位

でございます。 

まず、１４８ページの歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が６４．

６％、依存財源が３５．４％となっており、前年度と比較しますと、自主財源の

割合が５．２ポイントの増となっています。歳入総額では、前年度に比べて１億

７，０２０万１，０００円の増となり、率にして２．４％の増となりました。 

前年度と比較して大きく変動のあった科目や特色あるものについてその要因等

を見てみますと、まず、自主財源でございますが、町税につきましては決算額が

３６億４，８５０万５，０００円となり、前年度と比較して１億９，７１２万１，

０００円、率にして５．７％の増となりました。これは、町内立地企業の業績に

より法人町民税が前年度より約６，０００万円の減収となったものの、町内立地

企業の設備投資により固定資産税が約２億２，０００万円の増収となったこと等

によるものです。 

次に、自主財源のうち増減額の最も大きかった繰越金については、前年度と比

較して２億５，８１３万４，０００円、率にして１３０．１％の増加となりまし

た。これは、令和３年度において、町税の決算額が予算額以上となったこと等に

よるものです。 

次に、依存財源でございますが、地方交付税につきましては、前年度と比較し

て２億７６４万４，０００円、率にして８５．３％の減となりました。これは、

令和４年度において普通交付税が不交付となったことによるものでございます。 

次に、国庫支出金につきましては、前年度と比較して２億２７８万６，０００

円、率にして１８．０％の減となりました。これは、前年度において、子育て世

帯に対する臨時特別給付事業費補助金約１億９，０００万円の交付があったこと
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等によるものです。 

次に、県支出金につきましては、前年度と比較して２億２，０５５万３，００

０円、率にして４６．３％の増となりました。これは、畜産競争力強化対策整備

事業費補助金約２億１，０００万円の交付を受けたこと等によるものです。 

次に、町債につきましては、前年度と比較して５，５６９万７，０００円、率

にして１４．３％の減となりました。これは、令和４年度に予定していました大

規模の普通建設事業を翌年度に繰り越したことによるものです。 

次に、１５０ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額は、前年度と比較して２，１４２万３，０００円の増、率にして０．

３％増加となりました。 

歳出の構成比を目的別に見てみますと、構成比の大きい順に、民生費が２６．

３％、次に総務費が１７．９％、続いて土木費が１１．５％、教育費が１０．

７％となっております。 

この中で、対前年度比較で増減額の大きいものについて説明を申し上げます。 

まず、総務費につきましては、前年度と比較して１億３，４５４万５，０００

円、率にして１２．６％の増となりました。これは、総合庁舎別館改修工事約１

億２，０００万円の増加等によるものです。 

次に、農林水産業費につきましては、前年度と比較して１億６，３３８万１，

０００円、率にして４２．２％の増となりました。これは、牛舎等の整備に対す

る畜産競争力強化対策整備事業費補助金約２億１，０００万円の増加等によるも

のです。 

次に、商工費につきましては、前年度と比較して９，７１７万６，０００円、

率にして４６．７％の減となりました。これは、前年度において、地方創生テレ

ワーク交付金約９，０００万円を交付したこと等によるものです。 

次に、諸支出金につきましては、前年度と比較して２億２，４４２万１，００

０円、率にして４３．０％の減となりました。これは、財政調整基金や減債基金

への積立てが減少したこと等によるものです。 

次に、１５２ページの性質別の構成比で見てみますと、義務的経費では、人件

費が２１．４％、扶助費が１３．９％、公債費が５．６％となっております。ま

た、投資的経費では、普通建設事業費が１３．４％となり、その他の経費につい

ては、構成比の大きいものでは、補助費等が１８．１％、物件費が１７．１％と

なっております。 
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この中で、対前年度比較で増減額の大きいものについて、説明を申し上げます。 

義務的経費のうち扶助費につきましては、前年度と比較して１億７，６２９万

５，０００円、率にして１５．９％の減となりました。これは、前年度において

児童１人当たり１０万円を支給しました、子育て世帯への臨時特別給付金を交付

したこと等によるものです。 

次に、投資的経費のうち普通建設事業費につきましては、前年度と比較して４

億９，２９２万１，０００円、率にして１２１．１％の増となりました。これは、

畜産競争力強化対策整備事業費補助金約２億１，０００万円、総合庁舎別館改修

工事約１億２，０００万円、竜王西幼稚園跡施設改修工事約８，０００万円の増

加等によるものです。 

次に、その他の経費のうち積立金につきましては、前年度と比較して２億２，

４４１万４，０００円、率にして４３．０％の減となりました。これは、財政調

整基金や減債基金への積立てが減少したこと等によるものです。 

以上のように、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況は緩和されつつあ

るものの、ロシアによるウクライナ侵攻等を背景に、原油や穀物等の価格が供給

の不安定化により先行きの不確実性が高まる中ではありますが、活用できる財源

を最大限に確保し、限られた財源の中でも、重点施策プロジェクトに位置づけら

れた事業を中心に実施しました。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は、決算報告書の３ページから

９ページまでに款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていた

だきます。歳出につきましては、決算報告書の１０ページから１４７ページまで

にわたり各所管別、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表を併せて列記し

ておりますので、御覧いただきますようお願いいたします。説明は省略させてい

ただきます。 

また、決算書の１５２ページから１５５ページまでには、公有財産の土地及び

建物の令和４年度中の増減、並びに年度末現在高を、１５６ページには、山林、

物権、出資による権利の状況を、さらに、１５７ページ及び１５８ページには、

５０万円以上の重要物品を、１５９ページから１６１ページまでには基金の年度

末現在高をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

なお、土地開発基金及び用品等調達基金のそれぞれの運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けいたしておりますので、併せて御参照いただきますようよろ

しくお願いいたします。 
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以上、令和４年度一般会計の決算概要を申し上げ、提案理由とさせていただき

ます。 

次に、議第８６号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１５４ページを御覧いただきたいと思います。 

令和４年度における竜王町国民健康保険の被保険者数については２，２２８人

で、前年度と比較して９１人、率にして３．９％の減少となりました。これは、

制度改正により令和４年１０月から適用拡大された社会保険への移行や、団塊の

世代が令和４年から順次７５歳を迎え、後期高齢者医療へ移行したことによるも

のです。竜王町の居住者全体から見た竜王町国民健康保険への加入割合では、世

帯数は３０．３％、被保険者数は１９．２％となっています。国保の加入世帯数

及び被保険者数等の詳細につきましては、決算報告書の１５４ページに記載のと

おりでございます。 

決算収支の状況は、歳入総額が１１億４，５８５万７，５０５円、歳出総額が

１１億３，０２７万９，３２０円で、歳入歳出差引額は１，５５７万８，１８５

円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしましては、決算書１６６ページ款５の国民健康保険税

が２億２５５万７，９８０円、１６７ページ款２５の県支出金が８億５，３３８

万７，５９３円、１６８ページ款４０の繰入金が７，６９９万３，５９４円でご

ざいます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１７３ページ款１０の保険給付費が

８億２，６７１万３５２円、１７５ページ款１７の国民健康保険事業費納付金が

２億８，０３２万５６７円、国保の財政運営主体である県への納付金です。 

次に、１７６ページ款２５の保健事業費が１，１５６万４，９０２円で、主な

支出は特定健康診査の実施に伴う経費や人間ドック検診の補助金などです。 

決算書１８１ページには、財産に関する調書を添付いたしておりますので、併

せて御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第８７号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 
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決算報告書は１６２ページからでございます。 

まず、医科でございますが、医科診療所につきましては、令和３年１０月に

「あえんぼクリニック」を開所し、指定管理により運営を行っております。決算

収支は歳入総額が１，１９７万５，７２２円、歳出総額が１，１９７万５，７２

２円で歳入歳出差引額は０円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしまして、決算書１８７ページ款２５の繰入金８８５万

３，４０４円は、一般会計及び財政調整基金からの繰入れでございます。 

歳出の主なものといたしましては、１８９ページの款５総務費が１，０２７万

２５円で、このうち１，０００万円は、あえんぼクリニックの円滑な運営を図る

ため、指定管理者に対する医療従事者確保支援交付金でございます。 

以上が医科の内容でございます。 

次に、決算報告書１６３ページ、歯科における決算収支について御説明申し上

げます。 

歳入総額が５，５９５万６，０３７円、歳出総額が４，９０２万６，７１２円

で、歳入歳出差引額は６９２万９，３２５円となりまして、実質収支額も同額と

なっております。 

受診状況は、決算報告書の１６５ページでございますが、年間受診件数は４，

１６０件、年間外来者数は６，１２７人で、新型コロナウイルス感染症拡大前の

水準に回復しつつあり、これにより年間診療収入について増額となりました。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものは、決算書１９１ページ款５の診療収入が４，６４３万８，７

１８円、１９２ページ款２５の繰入金が１２７万７，８６２円、１９３ページ款

３５諸収入が１９４万５，６９６円でございます。 

歳出の主なものは、決算書１９４ページ款５の総務費が３，７７４万１，８８

２円で、人件費及び施設の維持管理費等でございます。また、１９６ページ款１

０の医業費は８５４万１，９９３円で、診療に必要な資材費等でございます。 

決算書の１９９ページから２０１ページには、財産に関する調書を添付いたし

ておりますので御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第８８号、令和４年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定



- 20 - 

について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１６８ページからでございます。 

令和４年度の学校給食については、日々約１，２５０食を調理提供する中で、

成長期における園児・児童・生徒の健康増進を図るため、栄養バランスの取れた

食事を提供し、併せて、望ましい食習慣の形成を図る重要な「食育」の実践の場

と位置づけ、教育の一環として取り組んでまいりました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が６，１６４万１，７９５円、歳出

総額が５，８１４万９，０２１円で、歳入歳出差引額は３４９万２，７７４円と

なりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入でございますが、決算書は２０５ページでございます。 

歳入の主なものといたしましては、款５の給食費負担金が歳入の大部分でござ

いまして、決算額は５，６２７万１，９８４円でございます。また、２０６ペー

ジ款４０繰入金は３５０万５，３６９円で、このうち３００万円は、コロナ禍に

おける原油価格や物価高騰等の影響を受けて、一般会計から繰入れを行ったもの

です。 

歳出につきましては大部分が給食資材費でございまして、２０７ページ款５の

給食事業費として５，８１４万９，０２１円でございます。 

以上、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

次に、議第８９号、令和４年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１７１ページからでございます。 

介護保険の第１号被保険者数は、令和４年度賦課時点では３，３９３人で、う

ち後期高齢者数は１，６０４人であります。また、要介護・要支援認定者数は５

５９人であります。 

決算収支の状況は、１７２ページでございますが、歳入総額が１０億１，２３

５万７４８円、歳出総額が９億４，８２５万２，５８６円で、歳入歳出差引額は

６，４０９万８，１６２円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしましては、決算書２１３ページ款５の保険料が２億６，

２８８万５，３２０円、款１５の国庫支出金が１億９，２９３万６，６４７円、
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２１４ページ款２０の支払基金交付金が２億３，９２２万５，６２６円、２１５

ページ款２５の県支出金が１億４，０１５万３，７０３円、２１６ページ款３５

の繰入金が１億２，６６７万９，９８７円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、決算書２２０ページ款１０の保険給付費が

８億５，１３４万１，３７４円でございます。また、２２５ページ款１１の地域

支援事業費は、２，５４６万２，２１３円でございます。これは、地域包括支援

センターの業務による介護予防事業に要した費用でございます。続いて、２２７

ページ款２０基金積立金は３，１０６万４３２円で、介護給付費準備基金に積立

てを行いました。 

詳細につきましては、決算報告書の１７１ページから一般状況を、また、１７

２ページ以降に経理状況をそれぞれ記載させていただいております。また、決算

書の２３１ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、御参照いた

だきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第９０号、令和４年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１８８ページからでございます。 

後期高齢者医療制度における被保険者は、７５歳以上の全ての人と６５歳以上

で一定の障がいがあり当制度を選択した人ですが、年度末時点での被保険者数は

１，６５１人で、前年度に比べ９３人、率にして６．０％の増となりました。保

険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高齢者医療広域連合が担い、町にお

いては保険料徴収を行っておりますが、現年度分の収納率は９９．９６％であり

ました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が１億３，２５３万９，４７２円、

歳出総額が１億３，２１３万２，１７７円で、歳入歳出差引額は４０万７，２９

５円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものは、決算書２３５ページ款５の後期高齢者保険料が１億４６６

万７，７５８円、款２０の繰入金は２，５９８万９，０１４円で、そのうち２，

４６７万９，４２１円は保険基盤安定に係る一般会計からの繰入金でございます。 

次に、歳出でございますが、決算書は２３７ページでございます。款５の総務
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費が１８６万２，１９３円で、被保険者証の交付及び保険料徴収の事務費でござ

います。また、款１０の後期高齢者医療広域連合納付金が１億２，９３７万３，

３５１円で、被保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合

に納付しているものです。 

以上、後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせてい

ただきます。 

これをもちまして、議第８５号から議第９０号までの各議案につきましての提

案説明を終わらせていただきます。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで午後２時２０分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後２時０４分 

再開 午後２時２０分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、ここで決算審査報告をお願いいたします。 

松浦代表監査委員。 

○代表監査委員（松浦 博） 令和４年度竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開

発基金等の運用状況の審査結果について、御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

令和４年度竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開発基金等の運用状況につい

て、審査を実施いたしました。審査に当たり諸帳簿の照合、計数の確認、並びに

各会計の予算執行状況について慎重に審査を行いました。その結果、特に指摘す

べき事項は見当たりませんでした。決算内容については、大きな不用額のある項

目も見られましたが、ほぼ適正に運用されているものと見受けました。今後も、

各部署における経費節減に向けた努力について、さらに分析を行い、具体的な成

果につながることを期待します。 

一般会計は、歳入総額７３億１，３９９万３，０００円（前年度比１億７，０

２０万１，０００円／２．４％増）、歳出総額６７億８６８万５，０００円（前

年度比２，１４２万３，０００円／０．３％％増）でした。歳入歳出差引額は６

億５３０万８，０００円、単年度収支額はマイナス１億８，３０３万１，０００
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円の赤字決算となりました。 

特別会計は、５会計合計で、歳入総額２４億２，０３２万１，０００円（前年

度比マイナス２億５，８０１万１，０００円／９．６％減）、歳出総額は２３億

２，９８１万６，０００円（前年度比マイナス２億７，４７０万７，０００円／

１０．５％減）でした。歳入歳出差引額の合計額は９，０５０万５，０００円と

なり、前年度比１，６６９万６，０００円の増加となりました。 

財務状況は、一般会計の財政力指数が１．０２６となり、令和４年度は再び普

通交付税の不交付団体となりました。 

経常収支比率は前年度より３．５ポイント上がり８３．５％となり、やや財政

の硬直化が進みました。この主な要因は、普通交付税、法人事業税及び地方特例

交付金等の減少が大きく影響し、本町においては、経常一般財源における町税の

年度間の変動額が大きいことから、町税収入の動向によっては指標が大きく悪化

することも考えられます。 

一方、経常経費のうち義務的経費は減少に転じたものの、将来的な趨勢には増

加傾向にあると言えます。また、実質公債比率は５．３％と１ポイント低くなっ

たものの、一般会計、直診会計、水道事業会計、下水道事業会計の町債残高の総

合計は９３億５，４７５万１，０００円と依然として多額な状況にあります。つ

いては、町債残高に留意しつつ、経常経費の抑制と町税をはじめとする経常一般

財源の安定化・拡充化の下での戦略的な財政運営が期待されます。 

収入未済状況を見ますと、町税や国民健康保険税等において初動対応や面談記

録管理に対応成果が見られ、滞納額の減少が認められます。今後も滞納対応に着

実に実施され、収納率の向上を図られるよう期待します。 

効率経営の原点とも言える職場の整理整頓についても、改善が顕著となってき

たことから、職場環境の整備へステップアップするためにも、定義をいま一度各

部署で共有され、働きやすい明るい職場へと改善に期待します。 

また、特定職員への作業集中や繁忙期及び人事異動時期等の業務量の平準化に、

業務細分化表（仮称）等の管理表を全庁的に運用し活用され、ワークライフバラ

ンスを意識した業務改善にも期待します。 

なお、農村下水道使用料徴収問題、官製談合防止法違反等の事件についての着

実な再発防止策等の遂行、「正しい事務処理」の励行をもって、町行政の信頼回

復に努められたい。 

最後に、行財政改革並びに業務の効率化を図られ、住民福祉の向上に努められ
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ることを期待して、審査の意見とします。 

以上です。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第 ９１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２０ 議第 ９２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２１ 議第 ９３号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２２ 議第 ９４号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２３ 議第 ９５号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２４ 議第 ９６号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２５ 議第 ９７号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２６ 議第 ９８号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２７ 議第 ９９号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２８ 議第１００号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第２９ 議第１０１号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３０ 議第１０２号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

日程第３１ 議第１０３号 町道路線の変更について 

○議長（小西久次） 次に、日程第１９ 議第９１号、指定管理者の指定につき議

決を求めることについてから日程第３１ 議第１０３号、町道路線の変更につい

てまでの１３議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第９１号から議第１０

３号までの各議案について、提案理由を申し上げます。 

議第９１号から議第１０２号までにつきましては、町内各公共施設の指定管理

者を指定するに当たり、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。 

議第９１号は、竜王町雪野山史跡広場「妹背の里」につきまして、今日まで同

施設の指定管理者として宿泊施設の利便性の向上や利用者目線に立ったサービス

の充実に努めるとともに、地域資源を活かした事業や町内の子どもたちを対象と

した事業を積極的に行い、豊かな郷土愛を育む事業展開に係るノウハウを有し、

施設の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、公益財団法人竜王町地域

振興事業団を指定するものでございます。 
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なお、指定する期間は、令和６年４月１日から３年間とするものでございます。 

次に、議第９２号は、竜王かがみの里につきまして、当該施設の設置目的を十

分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図

れる者として、地域の農業者及び生産組合と良好な関係を構築し、農産物のブラ

ンド化及び農産物を活用した新たな商品開発、事業者との連携による販売促進、

四季折々のイベントを実施する等、積極的な運営方針を持っており、今日まで同

施設の指定管理者として良好な管理運営業務の実績を有する株式会社みらいパー

ク竜王を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第９３号は、竜王町介護予防拠点施設のうち、鵜川ふれあいプラザ、

弓削ふれあいプラザ、鏡ふれあいプラザにつきまして、当該施設の設置目的を十

分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等が図

れる者として、地域福祉の増進を図るための事業や支援を行い、今日まで同施設

の指定管理者として管理運営の実績と介護予防事業や地域福祉活動についての企

画、運営等のノウハウを有する社会福祉法人竜王町社会福祉協議会を指定するも

のでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第９４号は、竜王町介護予防拠点施設のうち、岡屋ふれあいプラザに

つきまして、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を持ち、

当該施設の設置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活

用及び適正な運営等が図れる者として、管理運営の実績と介護予防のための運動

指導を行える専門職員を有する公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定するも

のでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から３年間とするものでございます。

次に、議第９５号は、竜王町シルバーワークプラザにつきまして、当該施設の設

置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な

運営等が図れる者として、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営業

務の実績を有し、地域の高年齢者の就労活動を通じた社会参加促進のため、高齢

者の就業に関する相談及び就業機会の開拓に精通しているほか、ボランティア活

動等により積極的に地域貢献を果たしている事業者として、公益社団法人竜王町

シルバー人材センターを指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 
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次に、議第９６号は、竜王町農村運動広場につきまして、当該施設の設置目的

を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営等

が図れる者として、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を

有し、近隣に設置されている妹背の里と一体的に管理を行うことにより、効率的

な相互の施設利用が図られ、地域の団体との連携など運営の方向性が示されてい

ることから、公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から３年間とするものでございます。 

次に、議第９７号は、竜王町農林公園施設である交流促進施設「ふれあい広

場」、産地形成促進施設「産地直売所」、農村水辺修景施設「エビス池公園」、

公衆便所、農産物処理加工施設、地域連携販売力強化施設「直売所」につきまし

て、当該施設の設置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効

な活用及び適正な運営等が図れる者として、農産物の流通販売と集客活動、情報

発信など地域の農業者と町内外からの消費者をつなぎ、新たな竜王ブランド事業

を展開していくノウハウを有し、重点道の駅として地域の農業者の活力を伸ばす

事業を積極的に推進され、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営業

務の実績を有する株式会社みらいパーク竜王を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第９８号は、竜王町農村環境改善センターにつきまして、当該施設の

設置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、農業の拠点施設の機能を十

分に発揮し、販売のみならず商品加工開発等の６次産業化を推進しており、施設

の有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、今日まで同施設の指定管理者

として良好な管理運営業務の実績を有する株式会社みらいパーク竜王を指定する

ものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第９９号は、竜王町田園空間博物館施設のうち農村田園資料館につき

まして、当該施設の設置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の

有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、竜王町農林公園施設の各施設と

の相乗効果により農村田園資料館への集客の増加に努められ、都市と農村の交流

促進を進められた実績と、今日まで同施設の指定管理者として良好な管理運営業

務の実績を有する株式会社みらいパーク竜王を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第１００号は、竜王町地域産業研修センターにつきまして、今日まで
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同施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を有し、施設の設置目的である

地域産業の発展と、これに資する人材育成の支援に当たり、施設の有効活用及び

適正な運営が図れる者として、公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定するも

のでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から３年間とするものでございます。 

次に、議第１０１号は、竜王町都市公園施設である竜王町総合運動公園につき

まして、当該施設の設置目的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の

有効な活用及び適正な運営等が図れる者として、今日まで同施設の指定管理者と

して良好な管理運営業務の実績を有し、安全面に配慮した効率的な施設管理を実

施され、各種スポーツの有資格者を配置し、地域のスポーツ振興に携わる体制を

有しているだけでなく、スポーツを通じた子どもたちの育成や新規事業の開拓に

努めている公益財団法人竜王町地域振興事業団を指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から３年間とするものでございます。 

次に、議第１０２号は、あえんぼクリニックにつきまして、当該施設の設置目

的を十分に達成するための必要な能力を有し、施設の有効な活用及び適正な運営

等が図れる者として、家庭医として総合的な診療に取り組まれるとともに、医療、

保健、福祉、介護が切れ目なく提供できる地域包括ケアシステム推進のための提

供体制を整え、医師をはじめとした専門スタッフの育成に尽力され、今日まで同

施設の指定管理者として良好な管理運営の実績を有する医療法人滋賀家庭医療学

センターを指定するものでございます。 

なお、指定する期間は、令和６年４月１日から５年間とするものでございます。 

次に、議第１０３号、町道路線の変更についてにつきましては、隣接する土地

の有効活用が図れますことから、町道東谷田野神線の路線を変更いたしたく、議

会の議決を求めるものでございます。 

以上、議第９１号から議第１０３号までの提案理由といたします。 

○議長（小西久次） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３２ 議員派遣について 

○議長（小西久次） 日程第３２ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 
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なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本件はそのように決定いた

しました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長まで報告していただくようお願い

いたします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後２時４５分 


